
毒物及び劇物取締法 参照条文

毒物劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬
用外劇物」の表示が必要です。

毒物又は劇物の容器、被包への表示義務
（法第１２条第１項、第３項関連）

法第１２条（毒物又は劇物の取扱）
第１項、第３項

規制の概要

関連条文



１ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及
び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色を
もって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇
物」の文字を表示しなければならない。

２ 略

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、
又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については
「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければなら
ない。

毒物及び劇物取締法 参照条文

法第１２条（毒物又は劇物の表示）


